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まえがき

　ミツバチなど、花粉を媒介して実りを支える生物の世界的な減少は、各国の農業生産お
よび生態系保全の観点からますます関心が高まっており、国連機関である国連環境計画
（UNEP）や世界食料機関（FAO）なども調査を行い、それらの報告書でも警鐘をならし
てきた。同時に、世界では花粉媒介生物に依存する農産物の栽培が増加しており、そうし
た生物の減少が農業生産へ与える影響も重要性を増している。
　ミツバチをはじめとする花粉媒介への貢献度の高い生物が減少している原因は、気候変
動、農地利用の変化、特定の病気やウィルスへの感染、そして農薬など複数挙げられてき
た。ネオニコチノイド系農薬に代表される“浸透性農薬”は重要な原因の一つと考えられて
おり、ここ数年の間に欧州を始め各国でネオニコチノイド系農薬の規制が次々と導入され
ている。
　日本でも、政府の調査によりミツバチへの被害とネオニコチノイド系農薬の関連が明
らかになっているが、規制についてはむしろこれらの農薬の適用範囲の拡大や新規登録が
続いており、対策は遅れているというよりは逆行しているのが実情である。
　本レポートでは、日本でも早期にネオニコチノイド系農薬の規制を実現するために必要
な情報や議論の素材を提供することを目的として、すでにネオニコチノイド系農薬の使用
を禁止したさまざまな国や地域が、規制導入に至った経緯や根拠、そして、不確実性にど
のように対応しているのかを調査してまとめた。終わりには、規制を導入した国と日本と
の対応の違いを分析し、提言をまとめている。

調査：ラッセ・ファン・アーケン （Lvanaken@greenpeace.org） 食と生態系農業アドバイザー
編集：国際環境NGOグリーンピース・ジャパン

調査の範囲

　ネオニコチノイド系農薬は、害虫駆除を目的にした農薬の殺虫剤の一種で、化学的にニ
コチンに似て神経に作用するため、虫の中枢系統に影響を及ぼし受容体に結合して、殺虫
効果を現す。これが名前の由来でもある。ネオニコチノイド系農薬は、水に溶けやすく植
物体内に浸透して作用する。つまり、植物の表面に散布した殺虫剤に接触して作用するタ
イプとは異なり、散布の後に維管束を通じて植物体全体に入り込んで作用する１。茎で汁
を吸う害虫から葉を食べる害虫にまで植物全体が殺虫性をもつようになり、特に神経に作
用するネオニコチノイド系農薬に弱い害虫への効果が高いとされている２。ネオニコチノ
イド系農薬の中には、土壌に年単位で残留するなど残留性の高いものもある３。
　ネオニコチノイド系農薬と類似した作用をもつ、フェニルピラゾール系のフィプロニ
ル、スルホキシミン系のスルホキサフロルなどもハチへの毒性が強いことがわかっている 
（これら２系統のいずれかまたは両方を含めていう場合、ネオニコチノイド系農薬等と記す）。
本レポートでは、イミダクロプリド、チアメトキサム、クロチアニジン、ジノテフランな
どのネオニコチノイド系農薬のほか、フィプロニル、スルホキサフロルに重点を置いた。
尚、有機リン系農薬のクロルピリホス、シペルメトリン、デルタメトリンも花粉媒介生物
の健康に急性の影響をもたらす点で早期の規制が必要な農薬であることに注意すべきであ
る（詳細は、グリーンピース・エクセター研究所のレポート「消えるハチ」４も参照）。
　なお、「使用禁止」の表現は、このレポートでは、登録停止（一時停止も含む）を指し、
そもそも認可してない場合はそのように記している。引用部分の翻訳は編集者による非
公式訳である。 
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現行のネオニコチノイド系農薬に関する政策/使用禁止

ヨーロッパ

　ヨーロッパ地域では、欧州連合（EU）レベルの規制が導入されるのに先立ち、いくつも
の国で規制が行われていた。ここではEUレベルと各国レベルの規制についてそれぞれ現
状をまとめた。なお、農薬の承認はEUレベルだが、個々の製剤の登録は各国レベルで判
断される。

EU レベル
・ ネオニコチノイド系農薬に関する政策／使用禁止 　

2013年、EUはイミダクロプリド、チアメトキサム、クロチアニジンの３種類のネ
オニコチノイド系農薬を禁止した５。規制は、2013年12月1日に３種類のネオニコ
チノイド系農薬について発効した６。日本で使用が急速に伸びているジノテフラン
は、EUレベルではそもそも承認されていないことに注意すべきである７。フィプロ
ニルについては欧州食品安全機関（EFSA）による評価で、フィプロニル処理された
種子を播く際の埃がハチに高いリスクをもたらすことなどから８、2013年7月、欧
州委員会（EC）はフィプロニルを禁止対象のネオニコチノイド系農薬のリストに追
加し、2014年1月から発効した9。禁止は暫定的とされているが期限は決まっておら
ず、さらなる評価に基づき規制の強化や解除などが検討される。 

・ 最近の動き
2016年1月、ECはEFSAに2017年1月までに３種類のネオニコチノイド系農薬の効
果について新たな評価を行うように依頼している１０。EFSAは、2017年1月31日ま
でに、ハチへのリスクを評価するために科学的情報をレビューを終えることとしてい
る。ネオニコチノイド系などの農薬の将来的な規制枠組みを定めるハチの「リスク評
価ガイダンス」は、いまだ非常に異論が多く、正式に採択されていない。EFSAはこ
れに対し、不可となるのは殺虫剤の３分の２、殺菌剤の半分、除草剤の３分の１のみ
であると主張している１１。

・ 問題点 ー 例外と限界１２

EUでのネオニコチノイドの使用禁止はまだ用途の一部であり、恒久的な禁止とはなっ
ていない。種子のコーティングなどは禁止だが、温室での使用や、ミツバチが訪花し
ない作物や、開花前に収穫される冬場の穀物や植物への散布は禁止されていない１３。

このEUの禁止の大きな限界は、非常時に限っては加盟国が禁止規則の適用を制限でき
る点にある１４。この種の適用制限は、加盟国のうちデンマーク、フィンランド、ルー
マニア、ブルガリア、エストニア、ラトビア、特に英国で実施されている１５。加盟国
による使用適用制限の一般的な問題、ならびに適用制限の制度改訂の必要性について
は、欧州のNGO農薬行動ネットワーク（PAN EU）は次のように述べている。「ヨー
ロッパの農薬規制は、その他の代替法がない場合に適用制限が可能であることを明記
しているにもかかわらず、［代替法がない場合にという］原則が尊重されていないのが
問題である。（…）加盟国は適用制限を行う前に保健・消費者総局（DG SANCO）に
承認を求めるべきだ。１６」
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・ 使用禁止の根拠 　
３種類のネオニコチノイド系農薬の使用禁止において、ECは、科学的情報の妥当性
に重点を置いている。ECは2012年初頭の「ハチにおけるネオニコチノイド系農薬の 
亜致死効果に関する新たな科学的情報」を発表し、EFSAにハチへの影響に関して、
この新しい情報を評価し、ネオニコチノイド系農薬のリスク評価を見直すための科学
的・技術的支援を求めた１７。 

EFSAは、曝露、摂取によるハチへの急速かつ高いリスク、蜂群存続と成長への影響、
長期的なリスクに関するデータギャップなどの重要な見解をまとめ、新たな科学的・
技術的知見に照らして、この３種類の化学物質へのさらなる規制は不可欠であると強
調している１８。規制につながる最も重要な契機の１つは「ミツバチの健康と養蜂分野
の課題」に関する欧州議会の決議（2011年11月）で、強まる科学的証拠が非常に重
要な役割を果たした１９。英サセックス大学の生物学者ゴールソンは、政策の科学的根
拠を次のとおり強調している。「禁止措置は、ハチが農地で曝露する農薬の量は、ハチ
の全滅や優れた飛行能力や学習能力が混乱する等の重大な害が生じるに十分なレベル
に達している、とする一連の科学論文に端を発する」２０   

・ 使用禁止/政策の背後にある動機
予防原則：承認されている使用方法でミツバチのリスク評価をしたところ、高いリス
クが予見され、いくつかの場面ではそのリスクをとり除くことができなかった。２１

ECのトニオ・ボーグ保健・消費者政策担当委員は、授粉の経済的価値を次のように述
べている。「ハチは私たちの生態系に不可欠であり、ヨーロッパの農業に年間220億
ユーロ以上の貢献をしている。ハチが確実に保護されるよう最大限の努力をすること
を約束する。」２２ 

EU加盟各国レベルの規制
　EU加盟国が花粉媒介生物の保護のために国レベルでとった戦略は、多岐にわたる。各
国間の政策に違いが生まれる要因は、利害関係者の見解の相違、一般市民の声、養蜂業
者の懸念、農業の状況や農法など多様であるとの見方もある２３。低レベルだが広範囲、
長期にわたるネオニコチノイド系農薬への曝露がハチの健康を害する可能性があること
に関する科学的データの蓄積や、不確実性に関する国の解釈の相違なども反映されてい
る。
　また、国レベルではEUよりも対応が早く、1999年に規制を導入していたフランスを
始め、ドイツ、イタリアなどの政策内容にも注目する必要がある。

■  ドイツ
・ ネオニコチノイド系農薬に関する政策／使用禁止 　

2008年にドイツ南部で、ミツバチの大量死が起こった。 
ドイツ養蜂専門業者協会の会長によると、同地域のハチの50%～60%が死滅した２４。
虫を調査すると、クロチアニジンの高い含有が見られ、クロチアニジンがその数カ月
前に同地区に作付けされたトウモロコシの種子にコーティングされていたことが判明
した。ドイツ政府は、個体激減への直接の反応として菜種油とトウモロコシ種子コー
ティング用の殺虫剤製品、イミダクロプリド剤３種、チアメトキサム剤１種、クロ
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チアニジン剤２種、カーバメート系農薬のメチオカルブ剤１種の登録を一時停止した
２５。このメチオカルブ剤については、数カ月後、菜種油の処理（2008年）とトウモロ
コシへの使用（2009年）において登録停止が一部解除されている２６。

2013年のEC規制により、ドイツはチアメトキサムとイミダクロプリドを含む数種類
の殺虫剤の登録を停止、その他の使用条件を変更し２７、2015年にはクロチアニジン、
イミダクロプリド、またはチアメトキサムで処理された冬小麦の種子の使用と輸入を
禁止した２８。PANヨーロッパによると、冬穀物への使用禁止は、「冬穀物に対するEU
での使用禁止につながる可能性がある」ため重要な一歩となる２９。

・ 使用禁止の根拠
南ドイツでのハチの大量死とこれに続くハチの調査で、クロチアニジンの果たす役割
が証明されたことにより、2008年にクロチアニジンは初めて使用禁止となった。後
の規制対策は、2013年からのEU規制に従っている３０。 

■  フランス − 規制導入のさきがけ
・ ネオニコチノイド系農薬に関する政策／使用禁止 　

フランス政府は、トウモロコシ（2004年以降）とひまわり（1999年以降）の種子処
理にイミダクロプリドを使用することを禁止している３１。2012年には、キャノーラ種
子の処理にチアメトキサムを使用することを禁止した３２。農業におけるフィプロニル
とその系統の殺虫剤の一切の使用も禁止した。2016年1月に発表されたフランス食品
環境労働衛生安全庁（ANSES：French Agency for Food, Environmental and Oc-
cupational Health & Safety）の文書は、フランス政府に対し、ネオニコチノイド系
農薬の使用規制の強化と対象の拡大、そして新規の登録を一切認めないよう求めてい
る３３。

その後フランス議会は2016年３月、すべてのネオニコチノイド系農薬とフィプロニ
ルの使用禁止を可決。発効は2018年9月。

・使用禁止の根拠と経緯 　
1999年、イミダクロプリドを広範に使用したところ、フランスのミツバチの３分の
１が死滅した３４。同年、フランス農務大臣は、ひまわりの種子の肥料にイミダクロプ
リドの使用を禁止する決定をした３５。イミダクロプリドが死滅の原因となるかどう
か、どの程度の使用がそれに当たるかは確定されず、訴訟を含む非常に大きな論争を
生んだが、フランス政府は予防的措置として「予防原則」による判断を採用した３６。
この使用禁止は2001年に更新され2年間の期間延長となり、2004年に再び更新され
た。2004年には、フィプロニルとともにイミダクロプリドもトウモロコシへの使用も
禁止された３７。

2012年、「Science」に発表された「ネオニコチノイド系農薬に含まれる化学物質の
摂取が多いと、ハチの方向感覚を狂わせ、帰巣を不可能にする証拠が見つかった」と
する、２つの研究を受け、チアメトキサムの使用も禁止された３８。このうち１つはイ
ギリスの研究で、マルハナバチの群れを実際の畑で使われるレベルのイミダクロプリ
ドにさらす実験を行ったところ、農薬に曝露した群れでは成育率が著しく落ち、汚染
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されていない群れとくらべて新たな女王蜂の成長も低下していた３９。もう１つはフラ
ンスの研究で、ミツバチはチアメトキサムに対して致死量に満たない曝露レベルでも
帰巣できなくなり蜂群が崩壊するリスクを調査した４０。

■  イタリア
・ ネオニコチノイド系農薬に関する政策／使用禁止 　

イミダクロプリド、チアメトキサム、クロチアニジンの３種およびフィプロニルによる
トウモロコシ種子の処理はは、1年ごとの見直し/更新を伴う予防原則に基づき、2008
年に暫定的な使用停止が決まった４１。  

・ 使用禁止の根拠と経緯 　
イタリアの南部・北部でのモニタリングによると、ハチの消滅とネオニコチノイド系
農薬で処理されたトウモロコシの種子の春の種蒔きに相関関係があることが示され
た。イタリアは、これらの農薬が花粉媒介生物にもたらす急性毒性に関する既存の知
見と越冬時のハチの減少が深刻であることからこの決定を下した４２。イタリアの専門
家は「使用禁止となってから顕著な改善がみられ、（…）使用禁止の効果は即効性があ
った４３」と考えている。その一方、使用禁止による大きな損失は報告されていない。

・ 業界の反応　
2008年の使用禁止を受けて殺虫剤業界はイタリア政府に対する訴訟を起こしたが、
イタリア養蜂業者協会（UNAAPI）がイタリア政府側について訴訟参加し、政府と養
蜂業界が勝利した。これによりネオニコチノイド系農薬のクロチアニジン、イミダク
ロプリド、チアメトキサムの３種およびフィプロニルを含む製品のトウモロコシの種
子への使用禁止は維持された４４。 

■  オランダ
2014年3月、オランダ議会は、ハチへの危険があることおよびオランダ国内での多
くの散布はEUの使用禁止対象になっていないことを重視して、ネオニコチノイド系
農薬をより全般的に使用制限する法案を可決した４５。動議では、フィプロニルの完全
使用禁止も要請されている４６。オランダ農務大臣はこの可決を妥当とせず、この法案
は発効していない４７。

■  スロベニア
・ ネオニコチノイド系農薬に関する政策／使用禁止 　

2008年5月、チアメトキサム、クロチアニジン、イミダクロプリドで、トウモロコシ
の種子、油糧種子、菜種、サトウダイコンの種子を処理することが禁止された。同年
後半、スロベニア政府は油糧種子への処理方法が改善されたとしてイミダクロプリ
ド、チアメトキサム、クロチアニジンの使用制限を撤廃した。

2011年4月、ポムージュ地域でのハチの大量死に伴い、その他のトウモロコシの種子
へのチアメトキサムとクロチアニジンの処理が一時中止された４８。
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・ 使用禁止の根拠 　
ハチの大量死を受け、スロベニア政府は2011年の決定を行うに至ったが、ラボの分
析によると、少なくとも7件のケースにおいて、トウモロコシの種子に処理された殺
虫剤のクロチアニジンが原因であった可能性が非常に高いことがわかっている４９。

■  オーストリア
オーストリアはEUよりも早くクロチアニジン、イミダクロプリド、チアメトキサム
の使用を禁止しており（2013年1月10日）、期間は3年間に延長している５０。禁止
の内容もさらに踏み込んで、オーストリアは冬穀物への使用も2013年に禁止してい
る。PANヨーロッパによると、EU加盟国のうちの１国が種子コーティングに対する
殺虫剤の冬穀物への使用禁止を禁止した場合、冬穀物に対するEUでの使用禁止にも
つながる可能性があるため、重要な一歩となる５１。  

■  スウェーデン
・ ネオニコチノイド系農薬に関する政策／使用禁止 　

スウェーデンのネオニコチノイド規制は2008年に始まっている。スウェーデン化学
物質庁の声明によると、「すべてのチアメトキサムの承認を取り消し、クロチアニジ
ンの新たな承認を取りやめている」５２。この決定が、EUでの規則の決定・発効に数
年先立つ2008年になされたことは注目に値する。さらに2013年、EUレベルでの使
用禁止に対応して、スウェーデン化学物質庁は、農業用のイミダクロプリド製品と４
つの消費者向け製品の使用禁止に踏み切った５３。

・ 使用禁止の根拠 　
スウェーデン化学物質庁は、国全体での使用禁止につながった2つの主な理由につい
て次のように述べている。１つには「ハチがネオニコチノイド処理した種子に様々な
条件で曝露される不確実性」についての危機感である。「様々な曝露経路の規模や低
レベルでの長期曝露がハチにもたらす影響については、まだ研究が必要である」とし
５４、スウェーデン政府も予防的原則にもとづく措置を採用した。２つめは「ハチの大
量死に関する他のEU加盟国からの報告」だとしている５５。

■  デンマーク
・ ネオニコチノイド系農薬に関する政策／使用禁止 　

EUレベルで承認されているにも関わらず、2005年までにデンマークは有機リン系の
デルタメトリンの屋外での使用を禁止した５６。

・ 使用禁止／政策の背後にある動機
殺虫剤に関して、デンマークの政策アプローチは比較的厳格であり、2005年の殺虫
剤使用削減においてEU加盟国のパイオニア的存在になった。背景には、殺虫剤全体
に関するデンマーク市民と政治家の高い意識があるが、ネオニコチノイド系農薬の禁
止については、その他のEU加盟国の一部と同様、2014年に適用制限を実施してい
る。
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■  スイス
・ ネオニコチノイド系農薬に関する政策／使用禁止 　

2013年スイスはEUの決定に沿ってイミダクロプリド、チアメトキサム、クロチアニ
ジンの使用の一時的な禁止を決定し、これらの農薬の菜種油やトウモロコシの種子処
理への使用中止を発表した。 

・ 使用禁止の根拠 　
スイス国内でハチの大量死は生じていなかったが、スイス当局は「これらの殺虫剤が
説明書に従って使用された場合、ハチにとって許容できないほどのリスクにはならな
いとしても、安全性の余裕は少ないと考えられる。」５７ との予防原則に立っている。 
スイス農業局の副局長は、使用されているネオニコチノイド系農薬がハチにリスクが
ないと証明する十分な独自データがないことから、EUレベルでの使用禁止の重要性を
強調した５８。グローバルにみても国レベルでハチへの影響を調査する予算などがない
政府も多く、EUと米国の評価や決定を慎重に見守っている国は多いと見られる５９。

■  カナダ
カナダ連邦政府レベルでは、ネオニコチノイド系農薬の使用は禁止されていないが、
オンタリオ州、ケベック州、バンクーバー市など、州や市レベルでの規制に前進がみ
られる。尚、連邦レベルでの使用禁止を発令するのは、連邦政府のカナダ保健省であ
る。 

カナダでは６つの州（アルバータ、マニトバ、サスカチュワン、ノバスコシア、ケベッ
クおよびオンタリオ）でミツバチの大量死が報告されており、カナダ保健省害虫管理
規制機関（PMRA: Pest Management Regulatory Agency）は2012年に調査を開始
した。これらのミツバチ大量死のタイミングと場所が、殺虫剤処理されたトウモロコ
シの種子の作付けと一致していたからである６０。調査の結果、ほぼすべてのケースで
大量死のあった養蜂場の近くでトウモロコシの作付けが行われていたことが明らかに
なった。これは、養蜂業者の観察からも裏付けされている。さらに栽培者から集めら
れた情報では、広い範囲において養蜂場の近くにトウモロコシが栽培されており、減
圧方式の種まき機でコーティング種子をまいていたことが確認されている。情報では
オンタリオ州のハチの大量死とトウモロコシ栽培の畑の場所に相関関係が確認されて
いる。ケベック州で報告されたミツバチの大量死も、トウモロコシ栽培地域で生じて
いた６１。

カナダ保健省の研究によると、調査対象となった影響を受けたほとんどのハチからク
ロチアニジンおよび、またはチアメトキサムの残留物が検出された。だが、連邦レベ
ルではまだ禁止はなされておらず、小手先の措置（埃の出にくい種子潤滑剤の使用、
より安全な種子の作付け方法の遵守、および新たな殺虫剤や種子のパッケージに警告
文をよりはっきりとラベル付けする）が取られている６２。 

北米
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害虫管理に関する科学専門誌「Pest Management Science」に掲載されたネオニ
コチノイド系農薬とハチの死滅の関連性についての2013年の論文で、「2012年、オ
ンタリオ州では（ミツバチ被害について）非常に多くの報告が寄せられており、トウ
モロコシ作付けの過程でネオニコチノイド系農薬を含む土埃に曝露したことが、原因
の最大70%を占めていると思われる」６３と報告している。

・ オンタリオ州の政策 ー ネオニコチノイド系農薬の使用禁止 　
オンタリオ州では、2015年にネオニコチノイド系農薬の農業での使用禁止の推進を
始めており、2017年に完全に実施する予定である。この規制では、ネオニコチノイ
ド系農薬を処理されたトウモロコシと大豆の作付けを禁止する６４。農薬法（オンタリ
オ州規則63/09）のもと、規制されるネオニコチノイド系農薬は、イミダクロプリ
ド、クロチアニジンとチアメトキサムの３種類となる６５。

2016年中には、作付けするトウモロコシや大豆作物のネオニコチノイドを使った種
子処理の上限は50%となる。2017年には、農業従事者がその必要性を害虫報告書で
立証できる場合を除き、ネオニコチノイド系農薬で処理したトウモロコシや大豆の種
子の使用は、畑全体で制限される６６。

オンタリオ州の農業において、小麦や大豆は主要作物であり、オンタリオ州の規則で
定められた種子のコーティングは一般的な農法であった。だが、ネオニコチノイド系
農薬が作物にもたらすメリットはあまりないが、花粉媒介生物に大きなダメージをも
たらすことを示す証拠が多く報告されている６７。

・ オンタリオ州 ー 使用禁止／政策の背後にある動機
2013年にオンタリオ州、ケベック州、マニトバ州では、ハチの大量死が起こってお
り、養蜂業者は「一連の殺虫剤が原因なのは明らかだ」としている６８。オンタリオ州
では、カナダ国内のトウモロコシの60%以上を生産しているが、同州のハチの死滅に
もっとも深くリンクしているとみなされている６９。過去８年以上にわたりオンタリオ
州の養蜂業者は冬季のハチの大量死に直面しており、その数は2013-14年には58%
に達している７０。

オンタリオ州がネオニコチノイド系農薬の不必要な使用や予防的防除をやめる方針で
あることは重要である。『Agro News』によると、オンタリオ州のすべてのキャノー
ラと穀物トウモロコシ、および大豆の60%の種子が、作付け前にネオニコチノイド系
農薬で処理されている。このネオニコチノイド系農薬の過剰使用は、政府の悩みの
種になっている。オンタリオ州によれば、ガや甲虫の幼虫、その他の虫から保護しな
ければならない作物は全体のわずか20%にすぎないからである７１。

2014年に農務大臣は「オンタリオ州ではネオニコチノイド系農薬の広範かつ無差別
な使用をやめて、2015年までに制度を整え使用の必要性が認められた場合のみ使用
されることを徹底したい」と語っている７２。

・ オンタリオ州 ー ネオニコチノイド使用禁止の根拠
複数の研究や調査にもとづき、３種類のネオニコチノイド系農薬の使用を禁止する州
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政府の決定がなされた。オンタリオ州は花粉媒介生物の健康に関するディスカッショ
ンペーパーを、広くコメントを求めるために60日余りの期間公開し、2014年12月
と2015年1月には公聴会を開き産業界、研究者、団体や個人からの情報や意見の収集
を行った７３。農業・食料・農村地域省が行ったオンタリオ州の冬季のミツバチ死亡に
関する調査（2013 -14年）ではこれまでで最高レベルの58%を記録したことも、こ
の意思決定を行う鍵となった７４。 

さらに、環境・気候変動省も、ネオニコチノイド系農薬が、ハチの摂食、移動、生殖
の機能を乱し、バクテリアやウイルス、その他病気の原因となる微生物への耐性を低
くするため有害だとする既存の科学的証拠を取り上げ、禁止を支持した。 

同省も、オンタリオ州の農業作物の約13%（年間約6億4500万ドル相当）を授粉
し、はちみつ製造において年間1900万ドルを支える、ハチやその他花粉媒介生物が
もたらす経済的な役割を強調した。自然のハチあるいは養蜂管理されたハチはいずれ
も、オンタリオの農業や環境に大きな貢献をしている７５。 

・ ケベック州 ー 農薬（殺虫剤）戦略 2015-2018年 　
2015年11月、ケベック州は健康と花粉媒介生物と環境を守ることをビジョンに掲げ
た「ケベック州農薬戦略 2015-2018年」を発表した。戦略策定を受けての現行の法
令の改訂や更新は2016年春以降となる７６。農業利用においてネオニコチノイド系農
薬の使用規制と、同農薬で処理していない種子の使用の奨励などが期待される。

ケベック州政府の持続可能な開発・環境・気候変動対策担当大臣は、同戦略に期待を
かけており、ハチの死亡に大きな影響を及ぼしているネオニコチノイド系農薬など、
リスクが非常に高い殺虫剤の使用を監視することは新しい方針の主な目標の1つであ
ると発表している７７。ケベック州の戦略では、オンタリオ州とケベック州で収集され
たハチの死骸の70%近くにネオニコチノイド系農薬が残留していることがわかった
とする、カナダ保健の害虫管理規制機関の行った調査の所見が引用されている。さら
に、ネオニコチノイドを含む土埃がハチの死亡率が高い原因であること、また800本
もの科学研究のレビューでも、ネオニコチノイド系農薬の使用は、花粉媒介生物とそ
の他の生物にマイナスの影響をもたらすことを示していると指摘している７８。

・ バンクーバー市の公園管理局による使用禁止（2014年）
バンクーバー市内の公園や市営のレクリエーション施設を管理している公園管理局は
2014年、ネオニコチノイド系農薬の使用を一部禁止する提案を可決した。これは、
主に植木の購入に関するもので、この提案を出した理事は「公園管理局の限られた権
限のなかでできることの１つは業界が基準を設けやすくすることだ。市の管理する緑
地は広大で、大きな購買力がある」と語る。公園局は今後、ネオニコチノイド系農薬
が使用されていないことを証明できない業者の取り扱う植木を購入しない７９。この提
案では次のように、毒性とハチなどの花粉媒介生物花粉媒介生物にもたらすリスクを
理由に、ネオニコチノイド系農薬の使用を禁止することを明確にうたっている ー「殺
虫剤として頻繁に使用されるネオニコチノイド系農薬は、ミツバチやマルハナバチな
どのその他土地固有のハチに有毒であることが科学的に判明している」80。
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■  米国
米国のネオニコチノイド系農薬の使用禁止は、2016年2月現在では連邦レベルでの
禁止はないものの、連邦当局は複数のネオニコチノイド系農薬の毒性の評価を進めて
いる。評価の結果次第では今後、表示ラベルの変更・制限や規制の強化など最善の管
理方法が策定される可能性がある。一方、州レベル（あるいはそれより下の自治体や
地区レベル）では、ネオニコチノイド系農薬は複数の地域で適用制限されている。

・ 連邦レベル：意識の高まりと使用禁止の手前の措置 　
他の国々と同様、ハチの個体数減少は、2005年以降、養蜂家のみならず研究者や規
制当局者などから広く注目を集めている。2007年からは米国環境保護庁（EPA）、
米国農務省（USDA）およびその他機関は、花粉媒介生物の減少問題についての取り
組みを始めている８１。ハチが消滅する問題に取り組む委員会（蜂群崩壊症候群対応
委員会）は、2012年に設立されており、「ハチに対する殺虫剤の急性かつ亜致死的な
影響はますます報告が増えており、大きな関心事となっている」と結論付けるレポー
トを出している８２。同年、米国環境保護庁（EPA）はハチの時期にイミダクロプリ
ド、クロチアニジン、チアメトキサムの使用を禁止する新しいガイドラインを発表し
た８３。

2014年、オバマ大統領は、花粉媒介生物の減少に対処し、花粉媒介生物の消失の流
れを覆し、健全なレベルに個体数を戻すようにする措置を要請する大統領覚書を出
し、それを受けて「米国花粉媒介生物の健康タスクフォース」が創設された８４。大統
領の覚書が出されて以降、米国環境保護庁（EPA）ならびにその他の機関８５によって
ハチの殺虫剤への曝露軽減を提言する試みがいくつもなされている。これには、新た
なネオニコチノイド系農薬のモラトリアムと開花期の殺虫剤の葉面散布を一時的に禁
止する提案が含まれている 。 

2014年、連邦政府機関である米国魚類野生動物局（FWS: Fish Wildlife Service）
は、国立野生動物保護区の農地でネオニコチノイド系農薬の使用を制限した。予防原
則に基づき米国魚類野生動物局（FWS）が米国でネオニコチノイド系農薬の使用を制
限した最初の連邦官庁であることは注目に値する８７。 

2015年4月、米国環境保護庁（EPA）はより詳細な評価が終わるまで、（既存の承認
を取り消すのではなく）新たなネオニコチノイド系農薬の登録や新規の用途の承認を
中止した８８。

・ 連邦レベルでの使用禁止は？　
2016年現在、米国環境保護庁（EPA）は、2018年に終了予定のネオニコチノイド系
農薬のリスクの評価プロセスの最中である。米国環境保護庁（EPA）はイミダクロプ
リド、クロチアニジン、チアメトキサム、ジノテフランの４つのネオニコチノイド系
農薬のリスク評価を行っている。2016年1月にはイミダクロプリドの評価が終了し
ており、この殺虫剤が花粉媒介生物を引き寄せる作物に接触すると、ハチの巣にも
危険をもたらす可能性があることを示し、またこの農薬が含まれた花粉や花蜜から
広くかつ継続的に曝露することを確認し、ネオニコチノイド系農薬が花粉媒介生物
にとって脅威であると明らかに示している８９。ただしこの時点では、イミダクロプ
リドの使用禁止を課していない。バイエルがこの報告書を科学的に健全であると称賛
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したことは驚くに値しない９０。

クロチアニジン、チアメトキサム、ジノテフランの評価は、2016年12月までに終了
し、パブリックコメントが行われる予定である。養蜂業者、農業従事者ならびにNGO
からなるグループは、ハチへの影響評価もせずにネオニコチノイドでコーティングし
た種子を播くことを了承した米国環境保護庁（EPA）に対し、2016年1月に訴訟を起
こした９１。

・ スルホキサフロル
ダウケミカルが製造するスルホキサフロル９２は、2013年に米国環境保護庁が使用許
可を出していた。しかし、養蜂家や市民団体らが起こした裁判で、使用許可にあたり
ミツバチへのリスクに関して十分な検討がなされていないとして、許可を取り消すよ
う命じる判決が出た。これを受けて2015年11月に米国環境保護庁はその許可を取り
消した９３。裁判官の１人は、「このケースにおいて、ハチの個体数の不確かさを考える
と、米国環境保護庁（EPA）によるスルホキサフロルの現行の登録は、環境に害をも
たらす可能性をなくすのではなく、これを高めるものである」９４として、予防原則なら
びに以下の基準に基づく意思決定のメリットとリスクのバランスを強調している９５。

・ 州や市などのレベルで進むネオニコチノイド規制
米国の連邦当局がネオニコチノイド系農薬の規制を躊躇する一方で、州や市町村レベ
ルの自治体政府や大学コミュニティ（バーモント・ロースクール、エモリー大学）な
どで使用禁止や制限がつぎつぎと策定されている９６。 

少なくとも7つの州（アラスカ、マサチューセッツ、メリーランド、メイン、ミネ
ソタ、ニュージャージー、バーモント）では、2015年までにネオニコチノイド系農
薬の使用を禁止する法案、あるいはその使用を規制する法案が10案提出されている
（2016年2月現在、州全体に適用される法案はまだ可決していない）９７。

・ オレゴン州とワシントン州
2013年、オレゴン州ではハチが死亡する事例が複数発生している。そのうち１つでは
農薬散布の認可業者が開花期の菩提樹に不正に散布したところ、５万匹以上の虫が死
滅している。オレゴン州農務省は、このケースを調査して虫の大量死はジノテフラン
が原因であると確認した。こうした事例が増えるにつれ、オレゴン州（および隣接す
るワシントン州）内の複数の市町村における立法活動が活発になっていった９８。

・ 市レベルでの取り組み
2014年2月、ユージン市議会は市有地におけるネオニコチノイド系農薬の使用を禁止
する決議を採択した。この決議では、ネオニコチノイド系農薬と植物の花粉媒介生物
の死亡との関連性が考えられることを指摘する近年の調査が引用された９９ 。

スポケイン市議会は2014年6月に、市によるネオニコチノイド系農薬の購入と使用
を禁止することを決定した１００。2014年9月、シアトル市議会は、市有地あるいは市
の管理地においてネオニコチノイド系農薬の使用を禁止することを決定した１０１。 

2015年4月、ポートランド市審議会はネオニコチノイド系農薬の使用を禁止した。
ポートランドが禁止を決めた背景には、ハチの個体数減少に加え１０２、「一般市民の健



14

アジア

康に関わる問題として緊急措置を必要とする」という重要な訴えがあった１０３。 

2014年9月、スカグウェイ郡自治市（アラスカ州）は、ネオニコチノイド系農薬の
使用を禁止する条例を可決した１０４。この条例では、健康と環境に関する懸念に基づ
き、郡内のあらゆる公有地、私有地において、ネオニコチノイドを含む製品の販売や
使用を禁止している。

2014年8月、ショアウッド市（ミネソタ州）は、市によるネオニコチノイド系農薬の
使用を制限する決議を可決し、市有地でのこの使用を禁止した１０５。ミネソタ州は、
ネオニコチノイド系農薬の使用、登録、花粉媒介生物への影響を見直している過程に
あり、今後規制が厳しくなる可能性がある。

■  中国 / 台湾
・ ネオニコチノイド系農薬に関する政策／使用禁止 　

中国：2013年、EUのイミダクロプリド、チアメトキサム、クロチアニジンの使用制
限措置の決定があった後、中国農業部農薬検査所（ICAMA）は、ネオニコチノイド
系農薬の管理を検討するリスク評価ワークショップを開いた１０６。ここでは具体的な
規制案は作成されなかったが、参加者らはミツバチへの殺虫剤の影響における体系的
なモニタリングを強め、リスク評価の手法を確立することを要求した１０７。

中国におけるネオニコチノイド系農薬の使用禁止は現時点でこれ以外に判明している
ものはないが、ほんのわずかであるが、イミダクロプリドが調査の対象となりつつあ
る。2015年、中国科学院の高名な研究者たちによって、イミダクロプリドの使用が
アジアのミツバチの健康に悪影響をもたらすことを示す研究結果が発表されている。
イミダクロプリドはEUで使用制限されているが、中国では年間2万8000トン以上生
産されている一大産業である１１１。

台湾：2014年5月14日、農業委員会は2016年1月1日付けで、ネオニコチノイド系
農薬の１種であるフィプロニルの使用禁止とすることを決定し、この日以降、お茶に
フィプロニルを散布することが法的に禁止された。この決定は、汚染されたお茶が販
売された事案に対応したものである。2015年末まで、茶葉からのフィプロニルの検
出は0.002ppmまで法律で認められていたが、現在は茶葉へのフィプロニルの使用
は一切禁止されている１０８。なお、米、トウモロコシ、ナス、その他の野菜などの農作
物に対してはフィプロニルの使用は未だ認められている。また、お茶で禁止されてい
るのはフィプロニルの散布のみで、土壌の虫駆除に使用されるフィプロニル剤は、お
茶やその他農作物に使用することも法律上認められている１０９。フィプロニルは、ミ
ツバチに悪影響を与える殺虫剤の上位７種類に挙げられており、環境から廃絶される
べきものである１１０。クロルピリホスもこのリストに挙げられている。

・ 台湾の使用禁止／政策の背後にある動機 　
フィプロニル使用禁止の主なきっかけとなったのは、フィプロニルで汚染されたお茶
の摂取が及ぼす健康への懸念である。2015年4月以降、抜き打ち検査で茶葉が残留基
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準値（0.002 ppm）を超えたフィプロニルで汚染されている例がいくつか検出され 

１１２、著名な企業やお茶ブランド（Stornaway、Ten Ren Tea、Tea Shop など）
を巻き込んで問題化した。当局は、茶葉を押収して、汚染が検出された茶葉の種類を
使った飲料を販売しないよう命令しており、検査の拡大も宣言している １１３，１１４。 

■  韓国
・ ネオニコチノイド系農薬に関する政策／使用禁止 　

2014年、EUの農薬使用のモラトリアムに倣い、韓国の農村振興庁（RDA）はチアメ
トキサム、クロチアニジン、イミダクロプリドの３種類のネオニコチノイド系農薬に
関し、期間限定で使用を禁止すると発表した。農村振興庁の決定は、神経に作用する
ネオニコチノイド系農薬がミツバチの世界的な激減の原因となっている可能性がある
との考えに基づいており、さらに、はちみつが曝露する可能性のある他の化学物質の
使用についても制限することを計画している１１５,１１６。

■  ブラジル
・ ネオニコチノイド系農薬に関する政策／使用禁止 　

2015年、ブラジル農牧食料供給省下にあるブラジル農業戦略防衛局とブラジル環
境・再生可能天然資源院（IBAMA）は、綿花ならびに開花時期に綿花農場から300m
以内で栽培される冬季農作物に対し、３種類のネオニコチノイド系農薬（イミダクロ
プリド、チアメトキサム、クロチアニジン）とフィプロニルの使用を禁止した１１７。 

・ 使用禁止の根拠　
現在の使用禁止は、IBAMAによる農薬の有効成分の再評価の結果が出るまで存続す
る。再評価の結果は、花粉媒介生物の保護を目的とするブラジル環境省の政策ガイド
ライン策定に反映されるとみられる。再評価の完了時期は未定である。

ブラジルではもともと2010年に開始したネオニコチノイド系農薬の初期評価プロセ
スに基づき、2012年に導入された当初の禁止措置がある。これはネオニコチノイド
系農薬に接触したミツバチの行動に実際の異変が見られるとのブラジルの研究者の理
解に基づくものであった１１８,１１９。現在の使用禁止では当初の禁止措置を緩和する内容
となっていることに留意する必要がある。2012年には、綿花、大豆、砂糖への予防
的散布禁止措置も導入されていたが、特例使用の承認を経て措置が撤回されてしまっ
たからである。 

・ 使用禁止／政策の背後にある動機 　
上記の有効成分を再評価する決断は、ネオニコチノイド系農薬の使用によってハチの
健康が損なわれることへの懸念がきっかけとなった。当局には花粉媒介生物、特にミ
ツバチの個体数維持へに関して具体的な懸念があった。それは、ミツバチの死滅や行
動の変化は経済を脅かすというものである。ブラジルは、広い範囲で消費ならびに輸
出において農作物に依存しており、ミツバチは自然環境・農業環境の両方において主

南米
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まとめとグリーンピースの提言

まとめ
　早い時期にネオニコチノイド系農薬の規制を始めたEU加盟国では、予防原則に基づ
いて一時的に使用制限をかけながら問題の農薬のハチなどへのリスク評価を進めてき
た。EUレベルでも調査、リスク評価に着手し、その途中で予防原則に基づいた暫定的な
一部使用禁止に踏み切った。規制のさきがけだったフランスの議会は、この春、ついに
ネオニコチノイド系農薬の全面禁止を可決した。

　この間、農薬製造企業などとの力関係で規制の緩められる国もあれば、逆に裁判で規
制が正当化された国もある。

　北米では自治体レベルでの使用規制が進みつつある。連邦政府による禁止は今のとこ
ろ、自然保護区内の農地などでネオニコチノイドの使用規制をするにとどまるが、これ
らの農薬がハチのみでなく生物多様性に重要な悪影響を与えるという警告が発せられて
いることを考えれば１２１、特に保護すべき生態系から優先的して規制に着手することは重
要で必要なステップといえる。

　すべての国が自国でリスク評価を実施しているわけではなく、またはできるわけではな
い。韓国のように、EUのリスク評価を参考に予防的に規制を導入する国もある。

　EU、アメリカなどではいまさらなるリスク評価が進んでいる最中だが、規制を導入し
た国々にの多く見られる共通点は：
   1.  授粉をする生物の農業・経済的な価値を重視していること
　2.  不確実性に対して予防原則で臨み、ミツバチの被害の早い段階で使用を暫定的
        に禁止してリスク評価を行っていること
　3.  国としての規制は未実施でも州や自治体など地域レベルで先行して規制を導入
        し、問題に対処していること
といえる。そして全体をみて言えることは、今も世界的に規制が進みつつある／強化さ
れつつある、ということだ。

© Fred Dott / Greenpeace
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日本の現状とグリーンピースの提言

■  日本の現状　

最後に日本の現状を確認しておきたい。日本では、EUのネオニコチノイド系農薬禁止
から二年余り経つ今も、規制は実施されていない。EUの禁止の始まった2013年末以
降だけを見ても、日本ではそれらの農薬の使用範囲の拡大（適用拡大）が続いてきた。

2015年5月にはクロチアニジン（メーカー：住友化学）とアセタミプリド（メーカー：
日本曹達）の適用拡大と残留基準の大幅な引き上げがなされ、同12月22日には新たに
フルピラジフロン（バイエル社製）が農薬登録され、日本でも使用が解禁された。

クロチアニジンの適用拡大では、栄養価が高く子どもや妊婦にも推奨されるほうれん
草に40ppmという高い残留基準の提案に対し、1600件という異例の数の反対のパブ
リックコメントや、審議会でも委員から「めちゃくちゃ高い」との批判がありながら
そのまま設定・登録された。フルピラジフロンでも葉菜類に高い残留基準が設定され
ている。

さらに、スルホキサフロル（メーカー：米・ダウ・アグロサイエンス）も、2013年に
米国企業の子会社から申請が出され１２２、日本でも16年春には登録（解禁）の見通し
だった。しかしこの農薬が先に登録・使用されていた米国で、養蜂家らによる裁判が
起こされ、ハチへのリスクが十分検討されていないことを理由に裁判所が使用許可
取り消し命令（2015年9月）を出し、その後、米環境保護庁が使用許可を取り消した
（2015年11月）。
　
それでも日本では、登録の手続きが止まることなく、登録に必要な残留基準案のパブ
リックコメント手続きへと進んだが、これに対し537件の解禁反対のパブリックコメ
ントが厚生労働省に寄せられ、日本での登録は現在保留となっている。一度登録され
たら、ミツバチ被害がでてもなかなか登録取り消しにならない中、あらたな解禁が止
められたのは画期的なことだ。ここで重要なのは、ハチへのリスクがきちんと評価さ
れていないという点は、国内で以前使用が続く他のネオニコチノイド系農薬も同じだ
ということだ。

・ ミツバチへのリスク　
先に規制を導入した諸国や地域ではミツバチへのリスクや授粉を必要とする農業への
影響を重視してきた。しかし、農林水産省によると、これまでのところミツバチへの
リスク評価は一切実施していない。

農林水産省が現在行っているのは、養蜂家からの被害の報告をベースにした３年計画
の「蜜蜂被害事例調査」である。この調査はネオニコチノイド系農薬の使用を一旦禁
止した諸国のプロセスとは異なり、問題となっている農薬の使用を禁止しないまま調
査をしているため、言うまでもなく被害は続いている。
 
この調査によれば、2014年6月に発表された調査結果（2013年の５月～2014年の
３月までのデータによる）ではすでにミツバチの死亡や喪失の被害とネオニコチノイ
ド系農薬や有機リン系農薬の散布との関連が認められていた（左図）１２３。農林水産省
は、この被害への対策として農薬を規制するのではなく、養蜂家が農薬を避けるよう
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農家に対して農薬散布情報を養蜂家に提供することを求める通知を出した１２４。しか
し翌15年の調査結果ではその通知に効果があったとはとても言えない（右図）１２５。
死んだハチから最も多く検出されたのは、ネオニコチノイド系農薬だった。

    出所　農林水産省生産局 (2014)　　　　　　　     　　  出所　農林水産省生産局 (2015)

尚、この調査ではネオニコチノイド系農薬等による斑点米カメムシ防除がミツバチ
の大量死に関連していることが判明している。農林水産省の調査は今年が最終年であ
り、花粉媒介生物の保護の可能性は今年使用規制に踏み込めるかどうかにかかって
いる。

・ ハチたちの経済的価値　
2016年に入って、花粉媒介する生物に関して新たに重要な研究・調査結果も次々と
出されている。

2月には、日本の農業における花粉媒介生物の経済価値が国立研究開発法人農業環境技
術研究所によりはじめて試算された。経済価値は総額4700億円と見積もられ、種耕
農業の生産額の8.3%に貢献しているという。このうち、野生のハチなど飼育されてい
るハチ以外による授粉が2/3を占めるとされる。

3月には、生物多様性条約に科学的な助言をする「生物多様性及び生態系サービスに
関する政府間プラットフォーム（IPBES）」が世界の花粉媒介生物の経済価値を約65
兆円と評価し、これらの生物を保護できるよう、生態系と共存した農業などの代替管
理手法を提言している。
　
これらは、経済的価値という面から日本でも花粉媒介生物の保護が急務であり、問題
の農薬の使用を続けたまま散布予告と養蜂家の避難を促すだけでは問題が解決しない
ことを示唆している。

・ 農薬取締法でできること、やっていないこと
農薬の製造、使用、販売のルールを決めている農薬取締法の枠組みの中で、ネオニコ
チノイド系農薬の問題は、登録を取り消すべき条件にすでに該当している。
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まず同法では、危険防止方法を講じた場合においてもなお人畜に危険を及ぼすおそれ
がある場合は農林水産大臣の権限で、使用の範囲を変更または「登録を取り消すこと
ができる」としている２５６。そしてミツバチは「人畜」の畜に定義される。さらに、
情報共有という危険防止方法を通知したものの、被害は続出しており、その中でもっ
ともネオニコチノイド系農薬の検出件数が多いことを農林水産省は認めている。なら
ば、ネオニコチノイド系農薬はすでに規制されていなければならないはずである。

現行法でも運用次第で規制は可能である。それでも農林水産省として禁止しないのな
らば、同法の中に、予防的原則を明記して担保する必要がある。

一方、この法律の限界もある。飼われていない花粉媒介生物（授粉価値の2/3に貢
献）への影響を直接防ぐ手立てをもっていないことだ。これらに対応できるような法
律にすることも必要である。

以上見てきた、規制を導入した各国の手法や根拠、新たな研究結果や日本の現状から、グ
リーンピースは次のことを提言する：

1. 予防原則を取り入れた農薬取締法の改正
• ネオニコチノイド系農薬等の悪影響に即応し、被害を拡大させないよう、予防原則に

基づき緊急的に登録の一時停止ができるようすること。あらたな登録や過適用拡大も
しないこと（早期に規制を導入した諸国も、一時停止によって早い対応をした）

• 家畜や有用性物とみなされない花粉媒介生物も保護できるようにすること

２. 農薬の使用や摂取を最小化するという方針
• 農薬の効果や必要性が疑わしい用途や、他に代替方法がある用途は多い。消費者や

住民意見を聞き、必要性の検証を行い、使用を最小化すること 

３. 特に自然を保護すべき地域での優先的使用規制
• 残留性が高く水に溶けて汚染が広がりやすいためネオニコチノイド系農薬等は、特に

生態系を保護するべき地域での使用を即禁止する（※病院や保育施設など特に配慮が必
要な施設の付近では農薬散布自体をすべきではない）

 
4. 生態系農業の支援
• 有機農業や自然農法など生物多様性と共存する生態系農業を支援すること（慣行農業

から有機農業へ転換を希望する農家への経済的、技術的支援を行う、有機農産物が一
般的になるよう、慣行農産物と対等な流通条件を提供する、など）

今、国の動きが立ち遅れている一方、自治体や民間で問題解決にむけたイニシアチブが各
地で進んでいる。ネオニコチノイド系や有機リン系農薬を使わない農産物認証、森林への
空中散布の停止、有機農産物を給食で使い有機農家を支援するなどである。地域独自の取
り組みが、現場から問題解決を牽引していく動きに今後も注目したい。
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